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両
親
学
級
の
ご
案
内

　

安
心
し
て
出
産
・
育
児
が
で
き

る
よ
う
、
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
・
内
容　

５
月
20
日（
日
）

午 

前
９
時
～

・
受
け
付
け
と
マ
タ
ニ
テ
ィ
体
験

午
前
９
時
30
分
～
正
午

・ 

元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る
た

め
の
オ
ー
ラ
ル
ケ
ア

・ 

今
と
昔
の
子
育
て（
便
利
グ
ッ

ズ
を
考
え
る
）

会　

場

　

安
達
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対 

象
者　

市
内
に
お
住
ま
い
の
妊

婦
さ
ん
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の

方
講　

師　

歯
科
衛
生
士
、
保
健
師

持
参
物　

母
子
健
康
手
帳

託 　

児　

無
料

※
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要

※ 
託
児
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
オ

ム
ツ
、
着
替
え
、
ミ
ル
ク
な
ど

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

５
月
17
日（
木
）

申
し
込
み
方
法

　

参
加
者
氏
名
、
出
産
予
定
日
、

託
児
希
望
の
有
無
な
ど
を
下
記
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

放
射
線
学
習
会

　

東
日
本
大
震
災
お
よ
び
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
事
故
発
生
か
ら

７
年
が
過
ぎ
、
放
射
能
へ
の
関
心

が
薄
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
中
、

ま
だ
ま
だ
言
葉
に
で
き
な
い
不
安

や
悩
み
を
抱
え
な
が
ら
生
活
さ
れ

て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
今
さ
ら
聞
け
な
い
、

　
　
　
　

話
せ
な
い
…
」

と
思
っ
て
い
る
方
、
こ
こ
だ
か
ら

こ
そ
聞
け
る
、
話
せ
る
会
に
参
加

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日　

時　

５
月
17
日（
木
）

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

※
受
け
付
け
は
午
前
９
時
15
分
か
ら

場 　

所　

安
達
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

対
象
者　

市
内
に
お
住
ま
い
の
方

内 　

容　

今
の
自
分
の
思
い
を
話

し
た
り
、
他
の
参
加
者
の
声
を

聞
い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
後
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
皆
さ
ん
の
不

安
や
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

講 　

師

　

獨
協
医
科
大
学
准
教
授　

国
際

疫
学
研
究
室
福
島
分
室
室
長

　

木
村　

真
三 

氏

　
　
（ 

二
本
松
市
放
射
線
専
門
家

チ
ー
ム
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

申
込
期
限　

５
月
14
日（
月
）

※ 

託
児
希
望
の
方
は
、
お
子
さ
ん

の
名
前
、
年
齢
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

内
部
被
ば
く
量
測
定

（
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
）

　

３
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
年

間
を
通
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

継
続
し
て「
測
る
」「
記
録
す
る
」

「
知
る
・
学
ぶ
」こ
と
が
重
要
で
す
。

対
象
者
に
は
、
随
時
ご
案
内
の
通

知
を
送
付
し
ま
す
。

測
定
場
所

　

放
射
線
被
ば
く
測
定
セ
ン
タ
ー

測
定
日
程

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
電
話
予
約

の
際
に
ご
案
内
し
ま
す
。

※ 

定
休
日
は
木
曜
日
で
、
土
日
は

隔
週
実
施
。

予 

約
先　

放
射
線
被
ば
く
測
定
セ

ン
タ
ー（
☎（
24
）８
１
１
０
）

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

健
康
増
進
課
保
健
係

　

☎（
55
）５
１
１
０

　

Fax（
23
）１
７
１
４

保健のお知らせ

７カ月児・１歳児
　　　　　　健康相談
　今年度より、乳幼児健康相
談（７カ月児・１歳児健康相
談）の内容が変わりました。

対　象　７カ月前後、１歳前後のお子さんと保護者
内　容　離乳食作りや試食、親子遊びなどの体験
持参物　 母子健康手帳、おんぶ紐、外出時の必要物

品（ミルク、水分、タオル、オムツ等）

料　金　無料
定　員　１回10組程度（先着順）
申込期限等
　 　開催日の２週間前から３日前までに電話等でお

申し込みください。定員となった場合、他の日時・
会場をご案内することがあります。

「初めての子育て」「離乳食が心配」という方にお勧めです。

離乳食ふれあい教室

随時相談
ご自分の時間に合わせて相談したい方にお勧めです。
場　所　安達保健福祉センター
時　間　平日９：00～17：00
　　　　※年末年始、土日祝日は休み。
持参物　母子健康手帳

◎問い合わせ・申し込み�
　健康増進課保健係☎（55）5110

予約不要

要予約

開催日 場　所 時　間
５/10（木）二本松保健センター

９：30～12：00
※ 受付は９：00～

５/22（火）東和保健センター
６/ ７（木）二本松保健センター
６/19（火）岩代保健センター
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経済的支援

就労への支援

負担の軽減

児童扶養手当
　ひとり親家庭の生活の安定と自立
を促進し、児童の福祉の増進を図
るため手当を支給します。
受 給資格　次のいずれかにあては

まる18歳に達する日以降最初の３
月31日までの間にある児童（心身
障がい児は20歳未満）を育ててい
る父母または養育者（所得制限が
あります）

　・  父母が婚姻（事実婚を含む）を
解消した児童

　・  父または母が死亡した児童
　・  心身に重い障がいのある父また

は母をもつ児童　など
　※ 公的年金の受給など、状況に

より手当が減額になる場合や手
当を受けられない場合あり。

　※ 手当を受けるには申請が必要。
手当額
　・月　額 42,500円
　・第２子加算 10,040円
　・第３子加算 6,020円
　※ 本人や同居家族の所得によっ

て、手当の減額や手当が支給
されない場合あり。

母子父子寡婦福祉資金貸付金
　経済的な自立や児童の修学など
に必要な資金を借りることができま
す。福島県の母子・父子自立支援
員が資金の借り入れや償還の相談
に応じます。貸し付けの種類には、
修学資金、生活資金、就学支度資
金など12種類があります。

※就労への支援は、所得制限あり。
※受講前に事前相談が必要。
自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の父母が就職に有
利になるよう、介護職員初任者研修
や医療事務等厚生労働大臣の指定
する「指定教育訓練講座」（詳しくは、
ハローワークの「教育訓練給付制
度」のホームページをご覧くださ
い。）を受講し、修了した場合に、受
講費用の一部を助成します。

寡婦（夫）控除みなし適用
　未婚のひとり親世帯で保育所等
を利用するときは、寡婦（夫）控除が
該当しないことで保育料が高くなる
場合があります。
　このような状況を改善するため、
未婚のひとり親世帯で保育所等を
利用するときに、仮に寡婦（夫）控除
を該当させて保育料を計算する「寡
婦（夫）控除のみなし適用」を実施し
ます。

ひ
と
り
親支

援
家
庭
へ
の

◎問い合わせ�
　子育て支援課子ども家庭係
　☎（55）5094

ひとり親家庭医療費助成
　ひとり親家庭の生活の安定と自立
を助けるため、医療費の一部を助成
します。
受 給資格　次の全てに該当する方

が対象となります。
　・  18歳未満の児童を養育してい

る母子家庭の母または父子家
庭の父とその児童および、父母
のいない18歳未満の児童（子ど
も医療費制度を利用できる児童
は同制度が優先）

　・  国民健康保険または社会保険
に加入している方

　・  二本松市に住所がある方
　・  前年（１月～６月までの申請に

ついては前々年）の所得が児童
扶養手当を支給される場合の
所得制限額以下である方

　※ 助成を受けるには、事前の登
録申請と、月毎・医療機関毎に
助成申請書を市役所に提出す
る必要あり。

高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の父母の生活の安
定を図るため、看護師、准看護師、
介護福祉士等の資格取得のため養
成機関で修業する場合に、一定期
間の生活の安定を図るための費用を
給付します。

高等学校卒業程度認定試験
（高卒認定試験）合格支援給付金
　ひとり親家庭の親または子が高
卒認定試験合格のための講座を受
講し、講座を修了したときおよび試
験に合格したときに、受講費用の一
部を給付します。

就職に関する相談会
　福島県母子家庭等就業・自立支
援センターでは、県内にお住まいの
仕事を探すひとり親家庭の方々を対
象に、毎月１回、就職に関する相談
会を行っています。
　相談無料ですのでお気軽にお問
い合わせください。
相談日　５月16日（水）
　　　　※６月以降もあります。
場　所 　福島県総合社会福祉セン

ター（福島市渡利七社宮111）
◎問い合わせ…
　 福島県母子等就業・自立支援セ

ンター☎024（521）5699




